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高山市学校給食センター整備等ＰＰＰ手法検討調査及びアドバイザリー業務委託

仕様書

１ 業務委託の目的

本市における学校給食施設の配置方針および整備方針に基づき高山市学校給食センター

（以下「高山センター」という）を整備するにあたり、事業手法や事業範囲等の整理、民間

事業者の参加意向調査、ＶＦＭ（財政負担軽減効果）の算定等を行い、ＰＰＰ手法の検討を

行うとともに、当該施設の整備及び管理運営の実施に向けた事業者選定を適正かつ確実に行

うために必要となる技術、法務、財務等専門知識の提供及び各種資料の作成・公表、事業者

選定委員会の運営支援など一連の支援を実施する総合的アドバイザリー業務を委託する。

２ 業務委託の内容

· 受託者は、次の「（１）ＰＰＰ手法検討調査」業務及び「（２）アドバイザリー業務」を

遂行するものとする。

· （１）ＰＰＰ手法検討調査の業務で示された結果を元に、委託者が庁内の意思決定及び議

会協議を経て、ＰＰＰ事業手法を決定する。（決定時期：令和６年１２月予定）

· 委託者によるＰＰＰ事業手法の決定が予定時期よりも遅れた場合は、（２）アドバイザリ

ー業務のスケジュールの変更について、委託者と受託者により協議を行う。

· 決定した事業手法により、（２）アドバイザリー業務①～⑬に示す業務のうち遂行の必要

がないと判断されるものについて委託者と受託者により協議を行い、必要に応じて変更契

約を行う。

· （２）の業務については、委託者より指示を受け開始する。

· （１）及び（２）の各業務については「高山市学校給食センター整備等ＰＰＰ手法検討調

査及びアドバイザリー業務委託工程表（予定）」に示す方法により進める。

但し、各業務ごとのスケジュールや順序については、委託者の事業提案により変更するこ

とを可能とする。

（１）ＰＰＰ手法検討調査

①基本情報の収集・整理

市内の各学校給食センター及び配食対象の各小中学校の現状を把握するとともに、以下

方針に基づくＰＰＰ手法検討を行うにあたり、必要となる基本情報の収集・整理を行う。

【配置方針】

・高山センターの整備にあわせて、清見センター、久々野センター、一之宮センター

を廃止し、高山センターに統合する。

・荘川小中学校は、高山センターからの配送では、調理後２時間以内の喫食ができな

いため、新たに荘川センターを整備する。（令和６年度竣工予定）

・本郷小学校、栃尾小学校、北稜中学校は、高山センターからの配送では、調理後２

時間以内の喫食ができないため、引き続き本郷センターの利用を継続する。

・古川国府給食センターは、当面の間運営を継続するが、国府小中学校の学校給食を

高山センターから供給することについて、一部事務組合構成員である飛騨市と協議

する。
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【整備方針】

〔場所〕 高山市公設地方卸売市場跡地（高山市問屋町地内）

〔規模（想定）〕 調理能力 ７，０００食

（最大、国府小中学校含む）

敷地面積 約７，０００㎡

建築面積 約２，６００㎡

〔機能〕

（１）安全・安心な学校給食が提供できる施設

子どもたちが安心して学校給食を食べることができるよう、文部科学省の「学校給

食衛生管理基準」や国際的なガイドラインに基づく衛生管理手法「HACCP（ハサップ）」

に基づき衛生管理の徹底を図り、安全・安心な学校給食を提供できる施設とする。

①衛生管理及び危機管理の徹底と作業効率に配慮した安全で快適な施設

・汚染作業区域、非汚染作業区域の明確化及び専用の前室（除菌室、エアーシャワー）

の設置

・給食エリアのドライシステム方式の導入

・調理場環境の最適化の保持（温度２５度以下、湿度８０％以下）

・作業動線を考慮した調理場施設及び設備の配置

・適温が保持できる食缶類の導入

・学校給食衛生管理基準に定める調理後２時間以内の喫食の遵守

②食物アレルギーに対応した施設

・食物アレルギー対応専用調理室の整備

・冷凍冷蔵庫や調理器具等食物アレルギー専用機器・器具の整備

（２）魅力ある学校給食が提供できる施設

子どもたちが学校給食を楽しむことができるよう、栄養バランスに配慮し、郷土の

味や四季折々の地場産食材を取り入れた献立により、魅力ある学校給食を提供できる

施設とする。

①栄養バランスのとれたおいしい学校給食が提供できる施設

・炊飯機器の導入による米飯給食献立の充実

・伝統食や行事食を活用した学校給食の提供

②安全・安心な地場産食材を使用し、地産地消を推進する施設

・公設地方卸売市場等と連携した地場産食材の購入

・生産者等と連携したオーガニック給食に必要な食材供給

（３）食育の推進活動に貢献できる施設

高山センターを食育の拠点と位置づけ、子どもたちが健全な食生活を送ることがで

きるよう、学校給食を生きた教材として活用し、子どもたち自身の「食」に関する知

識を深めることができる施設とする。

①食育に関する啓発や情報発信ができる施設

・施設内での見学スペースの設置、研修室、調理実習室、体験展示コーナー等の整備

・ホームページ等を活用した食に関する啓発や情報発信

・協力団体等と連携した学校給食を通じた子どもの健全育成
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②地域や学校との連携による食育推進へ向けた施策の充実

・学校給食訪問等を活用した栄養教諭等による食に関する正しい知識の教育

・子どもたちが考案した給食献立の募集及び提供

・市民を対象とした親子料理教室、学校給食試食会、職場体験事業等の実施

・公設地方卸売市場等と連携した食品流通の仕組みなどの情報発信

（４）省エネルギー・環境に配慮した施設

省エネルギー・環境に配慮するとともに、周辺住民への臭気、騒音及び水質保全対

策など生活環境の保全に配慮した施設とする。

①循環型社会の実現や省エネルギー化に取り組む施設

・省エネルギー機器（LED 照明等）や高耐久性建築部材、太陽光発電の活用

・下処理時の残りかす等の堆肥化の取組による生ごみの減量化や資源の循環利用

・学校給食配送車における充電式や水素エンジン型の更新等、環境に配慮した車両導

入

②周辺環境に配慮した施設

・周辺住民への臭気、騒音及び水質保全対策など生活環境の保全

・敷地内の緑地の確保や車両出入り口の安全確保

（５）防災機能を備えた施設

災害に備えた施設にするとともに、災害時における食料供給施設となる施設とする。

①災害に強い施設（耐震化、耐火構造化）

・給食センターの耐震化・耐火構造化

〔スケジュール（予定）〕

令和６年度 ＰＰＰ手法検討調査及びアドバイザリー業務委託

令和７年度 アドバイザリー業務委託、ＰＰＰ業務委託の公募・選考調査

令和８年度 建設工事

令和９年度 建設工事、供用準備、供用開始

②事業計画（業務内容、基本計画図、運営・維持管理計画）

上記①で収集・整理した基本情報に基づき、高山センターに求められる機能及びセンタ

ーを稼働する上で必要な維持管理・運営業務を整理し、施設の基本仕様及び性能について

検討する。

なお、ここでまとめた基本仕様及び基本性能、維持管理・運営業務等については、「⑤

概算事業費及びＶＦＭの算出」のための根拠とする。

③事業手法及び導入パターンの検討

従来方式、設計・施工一括発注方式（ＤＢ方式）、設計・施工・維持管理一括発注方

式（ＤＢＭ方式）、設計・施工・維持管理・運営一括発注方式（ＤＢＯ方式）及びそれ

らの一括発注方式に民間資金を活用して事業を実施する方式（ＰＦＩ手法：ＢＴＯ方式、

ＢＯＴ方式他）等により実施する場合の事業範囲、事業期間、官民の役割分担及びリス

ク管理等について検討・比較を行い、本事業に適した事業方式の検討を行う。
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④事業スキーム及びスケジュールの検討

③の比較検討を踏まえ、想定される事業方式について、サービス対価の支払い方法等

の留意事項を整理した上で、事業スキーム及びスケジュールの検討を行う。

⑤概算事業費及びＶＦＭの算出

上記②に基づき、概算事業費を算出する。概算事業費については、事業手法を従来手

法によるものとして設計・施工を分離する方法とし、維持管理・運営にかかるライフサ

イクルコストとして竣工から１５年分を算定する。

また、算定額を実質的な予定価格またはＰＰＰ導入を検討する際のＶＦＭ算定の根拠

とし、従来方式とＰＰＰ手法について、公的財政負担の見込額を算出・比較し、ＶＦＭ

を試算・評価する。

なお、施設整備においては、以下の財源の活用を検討する。

【財源】

〔国庫補助金〕

ア：学校施設環境改善交付金（学校給食施設）

補助率 １／３

〔地方債〕

イ：学校教育施設等整備事業債

ウ：公共施設最適化事業債

⑥サウンディング型市場調査

事業内容及び事業手法に係る検討にあたり、設計から運営までの業務に携わる民間事

業者を対象とした調査（アンケート、ヒアリング等）を実施することにより、民間事業

者の事業への参入可能性を把握し、その意見の反映を図る。

高山市公共施設整備等官民連携（ＰＰＰ）導入検討方針に定める基本姿勢「市内事業

者の参画」及び「市民の雇用促進」に配慮した内容とする。

⑦事業手法の総合的な評価

定量的な評価（ＶＦＭ等）と定性的な評価を行い、本事業に対し適切なＰＰＰ手法の

選定を総合的に評価・比較する。

⑧資料の提供及び委託者が行う庁内会議への出席

委託者が、学校給食センターの整備等に用いるＰＰＰ手法を決定するために行う庁内

の検討委員会等において、①～⑦の業務の資料を委託者の要請に応じて提供すること。

また、必要に応じて委託者から要請があった場合は、会議に出席し資料の説明を行うこ

と。

⑨報告書の作成

検討成果を報告書としてまとめ、令和６年１２月２８日までに提出すること。
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（２）アドバイザリー業務

受託者は、委託者によるＰＰＰ事業者決定（令和７年１２月）や、施設の供用開始（令

和９年度内）が円滑に進むように下記の業務を遂行すること。

①実施方針（基本方針）の策定支援

（１）の業務においてＰＦＩ手法が最適な事業手法と評価した場合、ＰＰＰ事業の選

定に関する事項、事業者募集や選定、リスク分担に関する事項等を整理した上で、公募

資料の基礎となる実施方針（基本方針）案を検討・作成する。

ＰＦＩ以外の官民連携手法（ＤＢ等）が最適な事業手法と評価した場合は、事業実施に

かかる基本方針を取りまとめる。

②ＰＰＰ事業の選定にかかる資料の作成支援

（１）の業務による結果を踏まえ、最適なＰＰＰ手法の選定理由を整理し、事業手法

選定公表案を作成する。

③公告、入札説明書、様式集の作成支援

本事業の事業内容の詳細や事業者選定スケジュール、選定方法、参加資格要件、リス

ク分担等を示した入札説明書、契約書案、様式集等を作成する。

④入札説明書等の公表、質問への回答の作成支援

③で作成した入札説明書等に対する民間事業者からの質問・意見等についての取りま

とめ、質問に対する回答案を作成する。

⑤要求水準書の作成支援

本事業の設計、施工、維持管理、運営の各段階において、民間事業者が満たすべき基

本的要件やサービス水準等を整理し、民間事業者の創意工夫、ノウハウ等を最大限に発

揮できるような要求水準書案を作成する。

⑥実施方針等の公表、説明会の開催、質問への回答の作成支援

実施方針（基本方針）及び要求水準書等に係る民間事業者からの質問・意見等を整理

し、回答書案の作成や、同方針等の修正の検討などに加え、事業者説明会等の開催補助・

支援を行う。

⑦基本協定書、事業契約書の作成支援

市及び落札者の義務、落札者が設立する特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）の

設立・出資に係る義務、コンソーシアムの組成に係る義務、事業契約締結までの手続き

を整理し、基本協定書案、事業契約書案及び借地権設定契約書案を作成する。

⑧落札者決定基準の作成支援

落札者をプロポーザル方式により選定する予定であることから、審査を実施するため

の評価項目や評価視点、配点等を整理し、落札者決定基準案を作成する。

⑨事業者選定委員会の運営支援

事業者選定委員会において、議題提案、資料作成等の開催及び運営支援等を行う。

なお、事業者選定委員会における外部有識者の謝礼等経費は、本業務に含む。
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⑩民間事業者の選定支援

民間事業者の参加受付、対話の実施、提案書の整理・審査等を支援する。

⑪審査公表資料の作成支援

事業者選定委員会における審査結果を踏まえ、審査公表に係る資料の作成を支援する。

⑫基本協定、事業契約締結等の支援

実施方針等に対する民間事業者からの質問・意見等を踏まえ、民間事業者の履行業務

内容、契約の終了及び債務不履行、法令変更及び不可抗力発生時の取り扱い等を検討し、

事業契約書を作成する。

ＳＰＣの設立・出資に関する条件、事業契約締結までの手続等を整理し、基本協定書

案を作成する。

⑬打合せ、協議報告書の作成

本業務の実施にあたり、本市職員と打ち合わせ、協議を行うほか、必要に応じて随時

電話及び電子メール等の手段を用いて協議するとともに報告書をまとめる。

３ 労働環境

（１）受託者は、本業務に従事する者に対して、労働基準法、労働安全衛生法（昭和４７年法

律第５７号）、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）等労働社会保険諸法令

その他の本契約に適用される法令に基づく労働者に対する法令上の責任を負い、受託者の

責任で労働管理を行い、従事者の労働災害について受託者の責任と費用で処理しなければ

ならない。

（２）雇用に当たっては、雇用契約を締結し、必要に応じて雇用保険、労働者災害補償保険等

の社会保険に加入するなど、労働基準法、労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）、

最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、その他関係法令を遵守した雇用形態とするこ

と。

（３）委託者は受託者が本業務へ従事する者への給与等の債務の支払いが遅延する等、適切な

委託業務の遂行に影響があると判断できる場合は、受託者に事情や財務状況の報告をさせ

ることができる。

（４）地震、火災、疫病、その他当事者の合理的支配を超える不可抗力により、本業務の全部

又は一部が履行不能となった場合、受託者の責任を免除する。

４ 定例報告会の開催

受託者は、委託者と業務の進捗状況報告、課題の整理、業務改善提案等を行うための定例

報告会を業務月報の提出後毎月行うものとし、委託者と受託者双方によるディスカッション

を重ね、目的達成に向けた業務改善を行う。また、臨時的に報告会を開催する必要があると

委託者が認める場合は、その都度開催するものとする。

なお、議事録は受託者が作成し、遅滞なく委託者に提出するものとする。

５ 損害賠償等

（１）受託者は、委託業務に対して、委託者及び第三者に及ぼした損害を含み、受託者の責に

帰すべき事由により発生した損害については、受託者が負担すること。
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（２）損害に伴い、委託者又は第三者の名誉信頼を損なうに至った場合は、受託者は、その回

復に努めなければならない。

６ 委託料の支払方法

委託料の支払については、２（１）の業務完了後に請負代金内訳書の金額（契約金額の５

０％を上限）、残額については２（２）の業務完了後にそれぞれ支払うものとし、各支払い

前に検査を行ったうえで受託者が提出する請求書に基づいて支払いを行うものとする。

なお、本契約の契約期間中に、契約金額のうち消費税及び地方消費 税は、消費税法の改

正により税率が変動した場合、経過措置が適用される場合を除き、変更後の税率を適用する。

７ 再委託の禁止

受託者は、原則として、委託業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないもの

とする。ただし、業務の遂行のため合理的に必要な範囲内で、委託者の事前の承認を得るこ

とを条件に再委託することができる。

その場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるものとする。

８ 委託内容の変更

委託者の組織改正や事務分掌の変更等により、委託する内容に変更が生じる際は、委託

者及び受託者で協議するものとする。

９ その他

受託者は、本仕様書に基づく一切の義務を遵守するとともに、高山市学校給食センター整

備等ＰＰＰ手法検討調査及びアドバイザリー業務委託に係るプロポーザル公募時に提出した

企画提案書の記載事項の全てを実施することについて責任を負うものとする。また、この仕

様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、委託者及び受託者で協議のうえ、

別に定めるものとする。


